
 

  

 

 

 

 

 

  

ごみを出すときのお願い 

共通 

・ごみは、安芸太田町家庭ごみ指定袋（有料）で出してください。 
 また、粗大ごみは「粗大ごみ利用券」（有料シール）を貼付して出してくださ
い。 

・「指定袋に入らない」、または「10 ㎏以上」になる場合は「粗大ごみ」で出し
てください。 

・収集日の当日朝８時までに集積所に出してください。 
・家庭ごみ指定袋で出す場合は、１袋 10kg 未満にしてください。 
・それぞれ指定袋の口を十文字にしばり中身が出ないようにしてください。 
・収集されずに残されたごみは、各自で再度分別し直して出してください。 
・指定袋等販売店は、町公式サイトをご確認ください。 
 https://www.akiota.jp/soshiki/13/2397.html 
 
燃えるごみ 

・木、竹製品（原則、最長の辺の長さまたは最大径が 30cm 以下のもの）は
「燃えるごみ」で出してください。 

・水切りを行ってから出してください。 
★名刺サイズ以上の大きさの紙ごみ（菓子箱 
 やダイレクトメールなど）は、「資源ごみ 
（古紙類）」で出してください。 
 （封筒など、人目に触れさせたくない部分 
 は切り取ってください。） 

【共通】 
・内容物・付着物を取り除いて洗って出してください。 
・缶やビンのラベルを取る必要はありません。 
 
【缶】 
・缶はつぶさないでください。 
・アルミ缶とスチール缶を分ける必要はありません。 
・金属製のフタは「燃えないごみ金属類」、プラスチック製のフタは「その他プ 
 ラスチック」で出してください。 
 
【衣類・布類】 
・布団や毛布、じゅうたん、カーペットなど布団に入らないものは「粗大ごみ」 
 で出してください。 
・会社名や個人名などが入っている場合は、その部分を切り取ってください。 
・汚れのひどいものは「燃えるごみ」で出してください。 
★まだ着られる服は人に譲るなど、リユースを心がけましょう。 
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【共通】 
・外袋を使用する際は、袋の口をガムテープなどで止めてください。 
・区分ごとに別々の指定袋に入れて出してください。 
・刃物や割れて危険のあるものは、紙などに包んで表書きをするなど、中身がわ 
 かるようにしてください。 
・内容物・付着物を取り除いて洗って出してください。 
●蛍光灯、傘、野菜栽培用支柱に限り、指定袋から出ていても収集します。 
 
【金属類】 
・スプレー缶は中身を使い切って出してください（穴を空ける必要はありませ 
 ん）。 
・フタや釘などの小さな金属は中身が見える小袋に入れて出してください。 
・傘のビニールは外してください。 
 
【小型電化製品及び有害物】 
・電池の入っているものは取り出し、電池やライターは別々の中身が見える小袋 
 に入れて出してください。 
・電気製品のコードは切ってください。 
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燃えないごみ 
 金属類  小型電化製品及び有害物 

 陶器・ガラス類  その他不燃物 
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【ビン】 
・ビンは割らないでください。割れたビンは「燃えないごみ（陶器・ガラス 
 類）」で出してください。 
・化粧品など飲食物以外のビンは「燃えないごみ（陶器・ガラス類）」で出して 
 ください。 
 
【古紙類】 
・名刺サイズ以上の大きさの紙ごみは「資源ごみ（古紙類）」で出してくださ  
 い。 
・古紙類は「資源ごみ」指定袋に入れるか、ひもでくくって指定袋を付けて出し 
 てください。 
・ダンボールなどバラバラにならないように、ひもはきつく結んでください。 
・汚れのひどいものは「燃えるごみ」で出してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗大ごみ 

・70kg 以上のものは、直接ポックルくろだおクリーンセンターへ持ち込んでく 
 ださい。 
・ストーブなどの燃料は抜いてください。 
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【陶器・ガラス類】 
・割れたガラスなど危険のあるものは、紙などに包み「割れたガラス」等の記入
をして出してください。 

 
【その他不燃物】 
・電池の入っているおもちゃは電池を取り外してください。 
・電池は「燃えないごみ（小型電化製品及び有害物）」です。 
・袋を付けて出すことはできません。 
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プラスチックごみ 
 ペットボトル 

 その他プラスチック 

【ペットボトル】 
・ペットボトルは、内容物・付着物を取り除いて洗って出してください。 
・ペットボトルのキャップ・ラベルは外して「その他プラスチック」で出してく
ださい。 

例）ミネラルウォーター、お茶、ジュースなどの飲料用、しょうゆ、みりん、酢
などの調味料用ペットボトルなど 

 
【その他プラスチック】 
・ボトル類・チューブ類は中身を使い切りキャップやフタを取り除いて洗って出
してください。 

・発泡スチロールなど大きなものは、指定袋に入るように小さくして出してくだ
さい。 

★ペットボトルや食品トレイはできるだけ地域の集団回収やスーパーなどの資源
回収ボックスを利用しましょう。 


